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新 旧 対 照 表 
○ 使 用 料 及 び 手 数 料 条 例 施 行 規 則 

 

新 旧 

  

別 表 第 二 （ 第 四 条 第 一 項 ） 別 表 第 二 （ 第 四 条 第 一 項 ） 

一 ～ 百 十 一 ～ 百 十 

百 十 一 教 育 職 員 免 許 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 四 十 七 号 ） に 基 づ く 事 務 に

係 る 手 数 料 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の 

百 十 一 教 育 職 員 免 許 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 四 十 七 号 ） に 基 づ く 事 務 に

係 る 手 数 料 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の 

イ 教 育 職 員 の 普 通 免 許 状 の 授 与 手 数 料 イ 教 育 職 員 の 普 通 免 許 状 の 授 与 手 数 料 

ロ 教 育 職 員 の 特 別 免 許 状 の 授 与 手 数 料 ロ 教 育 職 員 の 特 別 免 許 状 の 授 与 手 数 料 

ハ 教 育 職 員 の 臨 時 免 許 状 の 授 与 手 数 料 ハ 教 育 職 員 の 臨 時 免 許 状 の 授 与 手 数 料 

ニ 特 別 支 援 学 校 の 教 員 の 免 許 状 の 新 教 育 領 域 追 加 手 数 料 ニ 特 別 支 援 学 校 の 教 員 の 免 許 状 の 新 教 育 領 域 追 加 手 数 料 

ホ 教 育 職 員 検 定 手 数 料 ホ 教 育 職 員 検 定 手 数 料 

（ 削 る 。 ） ヘ 有 効 期 間 更 新 申 請 手 数 料 

（ 削 る 。 ） ト 有 効 期 間 延 長 申 請 手 数 料 

ヘ 教 育 職 員 の 免 許 状 の 書 換 え 手 数 料 チ 教 育 職 員 の 免 許 状 の 書 換 え 手 数 料 

ト 教 育 職 員 の 免 許 状 の 再 交 付 手 数 料 リ 教 育 職 員 の 免 許 状 の 再 交 付 手 数 料 

（ 削 る 。 ） 百 十 一 の 二 教 育 職 員 免 許 法 及 び 教 育 公 務 員 特 例 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

（ 平 成 十 九 年 法 律 第 九 十 八 号 ） に 基 づ く 事 務 に 係 る 手 数 料 の う ち 、 次 に 掲

げ る も の 

 イ 更 新 講 習 修 了 確 認 申 請 手 数 料 

 ロ 附 則 第 二 条 第 三 項 第 三 号 の 確 認 申 請 手 数 料 

 ハ 修 了 確 認 期 限 延 期 申 請 手 数 料 

 ニ 免 許 状 更 新 講 習 免 除 認 定 申 請 手 数 料 

百 十 二 ～ 百 三 十 三 百 十 二 ～ 百 三 十 三 

  

 


